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(57)【要約】
【課題】光の均一性を調節する装置を提供すること。
【解決手段】　光生成システムおよび光の均一化を調節
するための装置を提供する。
この装置は出射口から放出される光の中央領域での明度
を低減するために、インテグレータの出射口よりも小さ
い面積を有する。この装置はさらに、出射口に対し概し
て縦方向に配列される光低減部を搭載するための搭載部
を備え、この搭載部は出射口から放出される光を伝達す
ることができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光の均一性を調節するための装置であって、
　インテグレータの出射口よりも小さい面積を有し、前記出射口から放出される光の中央
領域の輝度を低減するための光低減部と、
　前記出射口の中央と縦方向に概して一直線になる位置に前記光低減部を搭載するための
搭載部であって、前記出射口から放出される前記光を送ることが可能な搭載部と
を具備する装置。
【請求項２】
　請求項１記載の装置において、前記光低減部のランプに向き合う側面は、前記光を前記
出射口に向かって前記インテグレータを通じて戻り反射させることによって、前記光は前
記インテグレータの入射口に軸方向に位置合わせされたランプのリフレクタからさらに反
射され、前記インテグレータを通じてさらに戻り反射され、前記中央領域の外側の領域内
の前記出射口から再び出現するのが可能となることを特徴とする装置。
【請求項３】
　前記搭載部は、前記光低減部の位置を前記出射口に対して調節するための位置調節ユニ
ットをさらに備えることを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項４】
　前記位置調節ユニットは、前記位置を遠隔制御するための電子機械的装置を備えること
を特徴とする請求項３記載の装置。
【請求項５】
　請求項４記載の装置において、前記位置調節ユニットは、フィードバックシステムと通
信して前記フィードバックシステムからの信号を受信し、輝度プロファイルが所定の水準
に調節されるように前記位置を調節することが可能であり、前記フィードバックシステム
は、前記出射口から放出される前記光の輝度プロファイルを取得するためのものであるこ
とを特徴とする装置。
【請求項６】
　請求項１記載の装置において、前記光低減部を囲む光伝達部をさらに具備し、前記光伝
達部は前記搭載部に取り付けられることを特徴とする装置。
【請求項７】
　前記光低減部は、前記光伝達部上に光学コーティングを備えることを特徴とする請求項
６記載の装置。
【請求項８】
　前記光学コーティングは、金属コーティングおよび誘電体コーティングのうちの少なく
とも１つを備えることを特徴とする請求項７記載の装置。
【請求項９】
　前記光学コーティングは、反射性、部分的反射性、および乱反射性のうちの少なくとも
１つであることを特徴とする請求項７記載の装置。
【請求項１０】
　前記光低減部は、ガラスおよびレンズのうちの少なくとも１つを備えることを特徴とす
る請求項６記載の装置。
【請求項１１】
　前記光低減部は、支持アームを介して前記搭載部に取り付けられるディスクを備えるこ
とを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項１２】
　前記搭載部は、プロジェクタの光生成システム内に取り付け可能なスリーブを備えるこ
とを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項１３】
　光生成システムであって、
　光のビームを生成するためのランプと、
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　前記前記ランプと縦方向に一直線になる位置にあって前記光を受光可能な入射口、前記
光を出射するための出射口、および前記光を前記出射口に伝えるための本体を有するイン
テグレータと、
　前記出射口よりも小さい面積を有し前記出射口から放出される光の中央領域の輝度を低
減するための光低減部、および前記出射口の中央と縦方向に概して一直線になる位置に前
記光低減部を搭載するための搭載部を有する光低減モジュールであって、前記搭載部は前
記出射口から放出される前記光を送ることが可能な光低減モジュールと
を具備するシステム。
【請求項１４】
　請求項１３記載の光生成システムにおいて、前記光低減部のランプに向き合う側面は、
前記光を前記出射口に向かって前記インテグレータを通じて戻り反射させることによって
、前記光は前記入射口に軸方向に位置合わせされた前記ランプのリフレクタからさらに反
射され、前記インテグレータを通じて戻り反射され、前記中央領域の外側の領域内の前記
出射口から再び出現するのが可能となることを特徴とするシステム。
【請求項１５】
　前記光生成システムはプロジェクタの構成要素を備え、前記プロジェクタは、
　前記プロジェクタを通じて前記出射口から放出された前記光を伝えるための照明リレー
光学系であって、前記出射口は光を前記照明リレー光学系に導くように配置された照明リ
レー光学系と、
　前記照明リレー光学系から光を受光し、前記照明リレー光学系からの前記光が画像を形
成するようにさせるための光修正装置と、
　前記光修正装置から前記画像を受け取り、前記画像を投影するための少なくとも１つの
投影要素と
　を具備することを特徴とする請求項１３記載の光生成システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して光学システムに係り、特に均一化光生成システムおよび装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　プロジェクタを使用して光を生成するシステムを提供する場合、光生成システムから放
出される光が一般に均一であることによって、気分が集中するような視聴経験を提供する
ことが重要である。不幸にも、楕円ランプおよび放物線ランプなどのランプから放出され
る光は、一般に均一ではない。ランプの中心が最も明るく、その明度は端に行くにつれ減
少する。さらに、投影レンズシステムは投影された画像の中心に行くほど明るくなる相対
的な照明プロファイルを持つ傾向がある。したがってインテグレータを使用しても、スク
リーン上に投影される画像全般は端より中心の方が明るい傾向がある。端点での明度が中
心点と比べて低すぎる結果となる場合、スクリーンの中央位置に好ましくない「ホットス
ポット」（または高明度領域）を持つ画像が現れることがある。これは見る側にとって好
ましくないばかりではなく、デジタルシネマ仕様書（ＤＣＩ）によって設定されているよ
うなプロジェクタの工業規格が損なわれることも考えられる。
【０００３】
　電子補正（たとえば、光変調成分を発生させる画像において）によって画像を修正して
、この問題に取り組むことは可能ではあるが、このような解決策は高額の費用がかかり、
かつ複雑で、多くのシステム資源を使用することが必要であり、そのうえ適用はデジタル
プロジェクタに限定されるものである。
【発明の概要】
【０００４】
　１つの実施態様における第１の広い局面が求めることは、光の均一性を調節する装置の
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提供である。この装置は、インテグレータの出射口よりも小さい面積の光低減部を備え、
出射口から放出される光の中央領域における明度を低減するためのものである。この装置
はさらに、出射口の中央部分に一般には縦に配列した光低減部を取り付ける搭載部を備え
るが、この搭載部によって出射部から放出された光を伝達することができる。
【０００５】
　第1の広い局面における実施態様の中には、光低減部の側面に向き合うランプは、出射
口に向かってインテグレータを経由して光を反射することができ、光はさらにインテグレ
ータの入射口で軸方向に配列されたランプのリフレクタから反射され、中央領域から外側
にある領域内の出射口から再び現れる態様のものもある。
【０００６】
　第1の広い局面における他の実施態様では、搭載部はさらに、出射口と比較して光低減
部の位置を調節する位置調節ユニットを備える。これら実施態様の中には、位置調節ユニ
ットが位置を遠隔制御するための電子機械装置を備えるものもある。このような実施態様
の中には、当該位置調節ユニットがフィードバックシステムと通信することで、フィード
バックシステムからの信号を受信し、明度プロファイルが所定の水準に調節されるように
位置を調節できるようになっており、当該フィードバックシステムが出射口から放出され
た光の明度プロファイルを取得する態様のものもある。
【０００７】
　第1の広い局面における別の実施態様では、この装置はさらに光低減部に囲まれた光伝
達部を備え、この光伝達部は搭載部に取り付けられる。これら実施態様の中には、光低減
部が光伝達部上に光学コーティングを備えるものもある。実施態様の中には、この光学コ
ーティングが少なくとも１つの金属コーティングおよび誘電体コーティングを備えるもの
がある。他の実施態様においては、光学コーティングは反射性、半反射性、および乱反射
性の少なくともそれらいずれかの１つである。さらに別の実施態様においては、光低減部
は少なくともガラス、およびレンズの少なくとも１つを備える。
【０００８】
　第1の広い局面における、さらに別の実施態様では、光低減部は支持アームを経由して
搭載部に取り付けられるディスクを備える。
【０００９】
　第1の広い局面における実施態様の中には、プロジェクタの光生成システム内に搭載可
能なスリーブを搭載部が備えるものもある。
【００１０】
　実施態様における第２の広い局面では、光生成システムの提供を追求する。光生成シス
テムは、光のビームを生成するランプを備える。この光生成システムは、さらにランプに
対して縦に配列される入射口を有し、かつ光の受信が可能なインテグレータと、光を放出
する出射口、および光を出射口まで伝える本体を備える。この光生成システムはさらに、
以下のものを備える。まず、出射口よりも小さい面積の光低減部を有し、出射口から放出
された光の中央領域での明度を低減させる光低減モジュール、そして、出射口の中央に一
般には縦に配列される光低減部を搭載するための搭載部である。
【００１１】
　第２の広い局面における実施態様の中には、光低減部の側面に向けられたランプは、出
射口に向かってインテグレータを経由して光を反射させることが可能であり、それによっ
て光はさらに入射口に軸方向に配列されるランプのリフレクタから反射され、中央領域よ
り外部の領域で出射口から再び現れる態様のものもある。
【００１２】
　第２の広い局面における他の実施態様では、搭載部はさらに出射口と比べて光低減部の
位置を調節する位置調節ユニットを備える。実施態様の中には、この位置調節ユニットは
、位置の遠隔制御を行なうための電子機械装置を備えるものもある。実施態様の中には、
光生成システムが、出射口から放出される光の明度プロファイルを記録するためのフィー
ドバックシステムをさらに備え、このフィードバックシステムで、位置調節ユニットはフ
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ィードバックシステムから信号を受信するためにフィードバックシステムと通信して位置
を調節する態様のものもある。それによって、明度プロファイルは所定の水準に調節され
る。
【００１３】
　第２の広い局面における別の実施態様では、光低減モジュールはさらに光低減部に囲ま
れた光伝達部を備え、この光伝達部は搭載部に取り付けられる。実施態様の中には、この
光低減部が光伝達部上に光学コーティングを備えるものもある。また、実施態様の中には
、この光学コーティングが少なくとも金属コーティングおよび誘電体コーティングの１つ
を備えるものもある。他の実施態様においては、この光学コーティングは反射性、半反射
性、および乱反射性の少なくともそれらいずれかの１つである。
【００１４】
　第２の広い局面におけるさらに別の実施態様では、光低減部は支持アームを経由して搭
載部に取り付けられたディスクを備える。
【００１５】
　第２の広い局面における実施態様の中には、搭載部はプロジェクタの光生成システム内
にスリーブ取り付け型を備えるものもある。
【００１６】
　第２の広い局面における他の実施態様では、光生成システムはプロジェクタの構成要素
を備え、このプロジェクタは以下を備える。プロジェクタを通じて出射口から放出された
光を伝える照明リレー光学系、この照明リレー光学系から光を導くよう配置された出射口
、照明リレー光学系から光を受信し、この照明リレー光学系からの光で画像を形成させる
光修正装置、および光修正装置からの画像を受信し、その画像を投影する少なくとも１つ
の投影成分である。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、限定されない実施態様に関して、明度の均一性を測定するための明細書
を図示する。
【図２】図２は、先行技術に関するプロジェクタ用の光生成システムを図示する。
【図３】図３は、図２で図示されたシステムの詳細を図示する。
【図４】図４は、光モジュレータを照らす光について測定した均一性を図示する。
【図５】図５は、限定されない実施態様に関して、インテグレータの出射口から放出され
る光の均一性を調節するシステムを図示する。
【図６】図６は、限定されない実施態様に関して、インテグレータの出射口から放出され
る光の均一性を調節するシステムを図示する。
【図７】図７は、限定されない実施態様に関して、図６で図示されたシステムの詳細を図
示する。
【図８】図８は、限定されない実施態様に関して、光モジュレータを照らす光について測
定した均一性を図示する。この光は図６で図示されたシステムのプロトタイプから発生す
るものである。
【図９】図９は、限定されない実施態様に関して、プロジェクタの光生成システムから放
出される光の均一性を調節する装置を図示する。
【図１０】図１０は、限定されない実施態様に関して、プロジェクタの光生成システムか
ら放出される光の均一性を調節する装置を図示する。
【図１１】図１１は、限定されない実施態様に関して、投影レンズシステムの関連する照
明プロファイルを図示する。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　デジタルシネマイニシアチブ（ＤＣＩ）によって規格された仕様のように、プロジェク
タの明度の均一性を測定するための限定されない明細書のいくつかは、図１に図示される
ように、プロジェクタ表示装置が全白画像に設定される場合、検査室で投影された画像上



(6) JP 2009-170424 A 2009.7.30

10

20

30

40

50

に１７の点の測定を明記する（検査室は一般に最も重要な測色用途の基準として定義され
、当分野の技術者に知られているように、デジタルシネママスタリング過程として推奨さ
れるものである）。他の試験基準は画像サイズのように、使用される投影レンズ、色温度
設定、スクリーン輝度水準、色度などが一般に特定される。端点及び中央点間の各位置で
記録される明度は通例として、スクリーン画像の相対的な照明全体を数値で表すのに使用
される。端点の明度は、中央点の明度に比べて低すぎる結果となることが多く、画像は中
央のスクリーンの位置で好ましくない「ホットスポット」（または高明度領域）があるよ
うに思われる。
【００１９】
　検査室用のデジタルシネマイニシアチブ仕様では、中央点と比較した端点の相対照度が
８０％以上であることが必要とされる。ＤＣＩの明細書が明確にデジタル投影用である場
合、このＤＣＩの明細書が過度に限定するとは見なされないため、アナログ投影システム
を含む投影システム用のいずれの使用も本明細書の範囲内である。
【００２０】
　図２は、先行技術に関して、プロジェクタ用の光生成システム２００を図示するもので
あり、この光生成システムは光を生成するランプ２１０、インテグレータ２２０を備える
。図示された実施態様において、ランプ２１０は放物線ランプを備え、インテグレータ２
２０は、ランプ２１０からの光を受信できる入射口２３０と、出射口２５０へ光を伝える
本体２４０を有する。当分野の技術者にとっては既知であるが、インテグレータ２２０は
入射口２３０に当たる光を集め、同時に内部で光が分散し、より均一化した光のビームが
作成される場合、その光をもう１つの光学成分、例えば照明リレー光学系（その１つであ
るレンズ２６０のみが図示）および最終的には光モジュレータ（図示せず）に導く。
【００２１】
　ランプ２１０が楕円ランプである実施態様においては、ランプ２１０は第一の焦点に位
置する光源２７０、Ｆ１、および入射口２３０上の光源２７０から放出された光を集束す
る、一般にはランプ２１０の第２焦点であるＦ２に位置する楕円型リフレクタ２８０を備
える。ランプ２１０が放物線ランプである場合の実施態様においては、ランプから出現す
る光は一般に平行であり、集束レンズはランプ２１０およびインテグレータ２２０との間
に位置して、入射口２３０上においてランプ２１０から光を集束する。
【００２２】
　図２には、ランプ２１０から放出される光線２９０a、２９０ｂ、および２９０ｃ（一
括して光線群２９０と称するが一般的には光線２９０と称する）も図示されるが、これら
の光線は入射口へ入射する。したがって、光線２９０aおよび光線２９０ｂは投影された
画像の中央領域に貢献する。反対に、光線２９０ｃは出射口２５０から放出された光の縁
および／または端部領域の部分を光線２９０ｃが形成する角度で一般に放出される。この
光線２９０ｃは投影された画像の縁および／または端部領域に貢献する。この投影された
画像は光線が光照明リレー光学系を通して通過した後で形成され、投影装置を経由して投
影されるより前に（図示せず）光モジュレータと相互に作用する。図２は２つの大きさの
インテグレータ２２０を表現し、かつ光線２９０は、この図示された２つの大きさの平面
内部を移動することはさらに理解されることである。いくつかの実施態様においては、光
線２９０は図示された平面に対し、角度をなして移動する可能性もある。
【００２３】
　図３はシステム２００を詳細に図示し、インテグレータ２２０（部分的に図示）の出射
口２９０から出現し、照明リレー光学系（レンズ２６０、および付加的な成分３１０を含
む）を通過する時の付加的な光線２９０を例示する。
【００２４】
　図４は光モジュレータを照らす光（この実施態様において、デジタルマイクロミラー装
置（ＤＭＤ）、図２で図示されるシステムのプロトタイプから発生する光）のシミュレー
トされた均一性を図示する。ＤＭＤを照らす光の端部における明度は、中央領域より低い
と思われる。３つに分離された測定条件によって、図１で図示された明度を測定する明細
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書を使用すると、端点の明度が７１％と７３％、および中央領域の明度が７８％であるこ
とが明らかになった。さらに、図４で図示される光がＤＭＤからプロジェクタでの投影レ
ンズシステムを通じて反射される場合、端部および縁の明度は投影レンズシステムの特性
によってさらに減少する。例として、以下に説明する図１１を参照。
【００２５】
　図５はインテグレータ２２０の出射口２５０から放出される光の均一性を調節するシス
テム５００を図示する。このシステム５００は、実質的にはシステム２００と類似するも
のであり、同様の番号で同様の要素を図示している。システム５００は光低減部（ＬＲP
）５１０を備え、図示された実施態様においては、出射口２５０に一般には縦の配列で隣
接して搭載される。一般には、ＬＲＰ５１０は出射口２５０（または入射口２３０に隣接
して搭載されれば入射口２３０）よりも面積が小さく、出射口２５０から放出される光の
中央領域の明度を中央領域における光線、例えば光線２９０aおよび２９０ｂを遮断して
低減する。しかしながら、光線２９０ｃのような光線２９０は中央領域の外側（すなわち
端部および／または縁により近い）にあるため遮断されず、照明リレー光学系を通過し続
ける。光がインテグレータを通じて移動する際に均質化されることによって、当分野の技
術者には既知の効果であるが、投影される画像の中央領域は完全にＬＲＰ５１０の影には
ならない。実際には、いくつかの実施態様において、中央領域全般の明度は一般に低減さ
れ、端部および／または縁の明度は低減されないが、中央領域は端部および／または縁よ
りも明るいままである。
【００２６】
　いくつかの実施態様で、図６に図示されるシステム６００でも同様に（システム５００
と実質的に類似しており、同様の番号で同様の要素を図示）、ＬＲＰ５１０の側面６１０
に向き合うランプが反射する。したがって、ＬＲＰ５１０に当たる光線２９０（光線２９
０’と標識）は、出射口２５０を通ってインテグレータ２２０に戻って反射され、最終的
にランプ２１０に戻ってくる。反射光線２９０’は次にリフレクタ２８０から再び反射し
（光線２９０”と標識）、反射光線２９０”によって出射口２５０から放出された光の縁
および／または端部の一部が形成される角度で、ランプ２１０から出現するが、これらは
楕円型リフレクタ２８０の特性によるものである。故に、側面６１０に向き合う反射ラン
プを有するＬＲＰ５１０は、光線２９０が出射口２５０から放出される光の中央領域に対
する寄与を低減させ、縁および／または端部に対する光線２９０の寄与は増加させる。
【００２７】
　この状況はさらに図７で例示されるが、図７はシステム６００（図３に類似）の詳細を
図示して、インテグレータ２２０（部分的に図示）の出射口から付加的な光線２９０が出
現する場合を例示するものであり、さらにこの図は、ランプ２１０へ戻り反射されて出射
口２５０から放出される光の中央領域に寄与する光線２９０、および照明リレー光学系（
レンズ２６０、および追加的要素３１０を含む）を通過して出射口２５０から放出される
光の縁および／または端部へ寄与する光線２９０も例示する。この光線２９０は、ランプ
２９０へ戻り反射され、縁および／または中央領域の明度の増加に役立つ。
【００２８】
　これはシステム６００のプロトタイプにおいて、ＤＭＤを照らす光の擬似的な均一性を
図示する図８でさらに例示される。図４と比較した際、ＤＭＤを照らす光の端部における
明度は、中央領域の明度が図４と比較して減少しているように思われる一方で、増加して
いるように思われる。さらに、図８の端部および縁の照度は中央よりはるかに明るく見え
るが、これは、例えば検査室において、スクリーン表面に投影されるであろう画像プロフ
ァイルを代表するものではない。スクリーン表面に生じるものを視覚化するためには、投
影レンズシステムが有する光学効果が考慮されねばならない。実際には、集光された光量
対レンズ画角を説明する相対照明の特性を投影レンズが有することは理解されている。図
１１は投影レンズ対ミリメートルで表すレンズ場の相対照明を図示するものであるが、こ
の図で見られるように、限定しない実施態様に従って、レンズの中央の相対照度は、レン
ズの縁より高い。したがって、図１１での投影レンズの相対照度を図８のＤＭＤ照明プロ
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ファイルと組み合わせれば、以下に記述の表１における試験結果で示されるように、スク
リーン上の正味の均一輝度分布が達成される。
【００２９】
　注目すべきは、プロジェクタの光生成システムから放出される光の均一性を調節する装
置９００において、良好なプロトタイプを図示する図９である。この装置は光低減部を備
え、インテグレータ２２０と同様にインテグレータの出射口より小さい面積を有し、光低
減部９１０はインテグレータの出射口から放出される光の中央領域における明度を低減さ
せるためのものであり、ＬＲＰ５１０に類似している。この装置９００はさらにインテグ
レータの出射口の中央に一般には縦に配列された光低減部を搭載するための搭載部９２０
を備えており、搭載部９２０は一般にプロジェクタの光投影システムでの搭載と互換性が
ある。搭載部９２０はスリーブ９２５を備えるが、このスリーブ９２５は例えば、インテ
グレータの出射口から放出される光を透過する光学的開口９３０を定義づける。良好なプ
ロトタイプにおいては、光学的開口９３０はレンズ２６０を備え、光低減部９２０は反射
金属板（アルミニウム、または他のいずれか適切な反射金属）を備え、かつ光低減部９１
０は一般に、搭載部９２０内でスクリュー９５０に取り付けられた金属アーム９４０を有
する光学的開口９３０の中央に配置される。このアーム９４０が投影された画像での光を
低減させることに寄与する場合、装置９００を回転するプロトタイプにおいて、アーム９
４０の効果は低減される。限定しない実施態様の１つにおいて、光学的開口９３０はガラ
スを備える。
【００３０】
　搭載部９２０はスリーブ９２５を含み、マグネシウムおよび／またはマグネシウム合金
、アルミニウムおよび／またはいずれか他の適切な金属から製造されることが可能である
。しかしながら、いくつかの実施態様においては、マグネシウムおよび／またはマグネシ
ウム合金は一般に成型可能であり、アルミニウムと比べて重量が少ないため、マグネシウ
ムおよび／またはマグネシウム合金が望ましい。一方で、搭載部９２０が製造される金属
は、特別に限定されると考えられるものではない。
【００３１】
　システム２００でのレンズ２６０の代わりに、装置９００の良好なプロトタイプが使用
されると、図１の明細書を使用してスクリーン上に投影された画像の明度が測定され、表
１で示す結果となった。このプロトタイプでの金属製反射板は、寸法が１２ｍｍ×７ｍｍ
のインテグレータ出射口に対し、直径が約４．３ｍｍである。
【００３２】
【表１】

【００３３】
　したがって表１は、スクリーン中央における明度の約１４％が相対的に損失されること
によって、均一性は７４％から８７％に増加する可能性を示す。さらに計算によって、よ
り小型の板を使用する場合には、スクリーン中央で明度の相対的損失が１０％未満となり
、端部の明度の均一性もＤＣＩの明細書に合致すると判定された。
【００３４】
　次に注目すべきは、システム２００と同様に、プロジェクタの光生成システムから放出
される光の均一性を調節する装置１０００の別の実施態様を図示する図１０である。この
装置はインテグレータ２２０と同様に、インテグレータの出射口より小さい面積を有する
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光低減部１０１０を備え、この光低減部はインテグレータの出射口から放出される光の中
央領域の明度を低減するためのものであり、前述のＬＲＰ５１０に類似する。装置９００
はさらにインテグレータの出射口の中央に、一般には縦の配列で光低減部１０１０を搭載
する搭載部１０２０をさらに備えるが、この搭載部１０２０はプロジェクタが持つ光生成
システムでの搭載と一般に互換性がある。搭載部１０２０はスリーブ１０２５を備え、こ
のスリーブ１０２５が例えばインテグレータの出射口から放出される光を透過する光学的
開口１０３０を定義する。限定しない実施態様の１つにおいて、光学的開口１０３０はガ
ラスを備え、搭載部１０２０はこのガラスを保持可能なつば１０４０を備え、光低減部１
０１０はこのガラス上にコーティングを備え、このコーティングは一般に光学的開口１０
３０上に集中している。ある実施態様では、光低減部１０１０は反射性を有し、また別の
実施態様では、部分的に反射性を有する。さらに別の実施態様では、光反射コーティング
１０１０は乱反射性である。ある実施態様では、光反射コーティングは半反射性で、部分
的に透過性がある。反射コーティングは一般に、ランプ２１０のような光源からの高い光
束の処理に適する。限定しない実施態様のいくつかにおいては、誘電体コーティングが使
用され、反応性金属酸化物によるスパッタリング過程を使用してガラス基板にコーティン
グを接着する。
【００３５】
　ある実施態様では、光低減部１０１０は一般に円形で、他の実施態様においては、光低
減部１０１０はインテグレータの出射口と類似した形状を有する。
【００３６】
　またある実施態様では、光学的開口１０３０はレンズ２６０を備えており、システム２
００において、追加要素を必要としない。
【００３７】
　ある実施態様では、光学的開口９３０は非反射性コーティングで１つまたは両方の側面
を被覆することによって、反射の損失を低減する。
【００３８】
　また別の実施態様では、つば１０４０および光学的開口１０３０（すなわちガラスまた
はレンズ）は、位置調節ユニット１０５０を使用してスリーブ１０２５の範囲内を、装置
１０００の縦軸に沿って動くことが可能である。したがって、この装置が光生成システム
（例えばシステム２００における）に搭載される場合、インテグレータに対して光低減部
１０１０の位置が調節されるため、明度の均一性は調節可能となる。光低減部１０１０が
インテグレータにより近付いて動くと、明度均一性に関する補正の度合いが増加する。
【００３９】
　これら実施態様のいくつかでは、位置調節ユニット１０５０と相互に作用することによ
って、ユーザが手動で光低減部１０１０の位置を調節することが可能である。他の実施態
様においては、位置調節ユニット１０５０は、サーバーモータのように、プロジェクタ制
御ソフトウェアを経由して閉ループ電子フィードバックシステムと通信が可能である電子
機械的構成要素をさらに備える。例えば、この閉ループフィードバックシステムはプロジ
ェクタによって使用され、プロジェクタ内に搭載されたカメラシステムを経由してスクリ
ーン上に光が投影される場合などは、インテグレータの出射口から放出される光の画像プ
ロファイルを保存することが可能である。このカメラは、スクリーンの明度プロファイル
を保存し、プロジェクタを使って解釈する。次に補正信号がサーバーモータのような電子
機械的構成要素に送られ、つば１０４０、つまりは光低減部１０１０を動かして明度プロ
ファイルが所定の水準となるようにする。例えば、当分野の技術者であれば、プロジェク
タの明度の均一性は時間とともに変化することが分かる。したがって、このような閉ルー
プ自動明度制御によって、プロジェクタは長い間、所望の明度均一性を維持することが可
能となる。さらに、他の実施態様において、インテグレータの出射口から放出される光の
画像プロファイルは、インテグレータの出射口から直接に、もしくは照明リレー光学系内
のいずれか他の適切な場所において、或いは、投影レンズシステムの相対照度プロファイ
ルを考慮に入れると仮定した場合には、光モジュレータからその光が反射された後に、取
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得することができる。
【００４０】
　当分野の技術者は、これら実施態様を実装するための、さらに別の代わりとなる実装例
および修正があることを認めるであろう。そして、上記の実装例および実施例は、１つま
たは複数の実施態様を単に例示するものである。それゆえ、この範囲は、本明細書に添付
の請求項によって限定されるものに他ならない。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(11) JP 2009-170424 A 2009.7.30
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【図７】

【図８】
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